
下記の通り賃貸借契約を途中解約することを通知いたします。

マンスリーマンション契約証書＜途中解約＞の条項より

乙は、解約希望日の前日までに書面で甲へ通知することにより、本契約を途中解約することができる。

前項の場合には、乙は、甲に対し、解約日の翌日から解約月の翌月末日までの賃料相当額を違約金として支払わなければ

ならない。ただし、当初約定した契約期間が解約月の翌月末日よりも前に終了する場合には、解約日の翌日から当該契約

期間の満了日までの賃料相当額を違約金の額とする。
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株式会社 長 栄　宿泊事業本部　大阪受付センター 06-6533-3550 担
当
者

責
任
者〒550-0011　大阪市西区阿波座1-6-13カーニープレイス本町2F 06-6533-9501

口座名義

返金がある場合の返金口座

金融機関名 銀行・信金 支店

普通　　当座 口座番号

フリガナ

転居先住所

解約日 年 月 日

契約者名 連絡先

日

日 年 月

解約通知日 年 月

年 月

マンスリーマンション途中解約申込書　　　【ご返信FAX番号　06-6533-9501】

物件名 号室

日契約期間

①

②


